
（毎月発行）

at home 連携再開のお知らせ

［売買］三為契約（直接移転取引）における融資特約の主体が、契約上の買主か最終購入者か
［賃貸］定期建物賃貸借契約の再契約に係る、契約開始日と借地借家法 38 条書面の有効性

インボイス発行事業者の登録をすべきか判断事例２　他
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割安な集団扱制度のご案内

土地も検査が必要な時代です！ 埋設物見舞金制度保証で契約後も安心！

新築戸建てに「地下室」を設ける人が増えている　他

全宅住宅ローン ご利用のメリット「フラット 35」「フラット 50」
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　 　（東京地判：Ｒ04.2.7）

三為契約（直接移転取引）における融資特約の主体が、契約上の買主か、
最終購入者かの判断で争われた事例

　Ｘ（原告）は、転売を目的として、Ｙ（被告、宅建業者）との
間で、土地建物の売買契約を以下のとおり締結した。

（売買契約概要）
　・契約日：平成30年 4月 24日
　・売買代金：2億 1500万円（内手付金：800万円）
　・残代金支払い及び引渡日：同年5月 31日
　・融資特約：買主は、契約締結後速やかに、融資のために�
必要な書類を揃え、その申込手続をしなければならず、契
約解除期限までに、融資の全部若しくは一部について承認
が得られないとき、又は、金融機関の審査中に契約解除期
限が経過したときは、本件契約は自動的に解除となる。
　・融資特約による契約解除期限：平成30年 5月 22日
　・直接移転取引に関する特約：売主及び買主は、本件契約
が第三者のためにする特約を付した売買契約として締結�
されるものであることを確認する。買主は、売買代金全額
の支払いまでに本件物件の所有権の移転先となる者を指
定するものとし、売主は、買主の指定した者に対し、本件
物件の所有権を直接移転するものとする。
　Ｘは、本契約と同日付でA（転売先業者）と本件不動産に
ついて、売買価格を2億 4000万円とする売買契約（本件転
売契約）を締結した。その後、A が本契約に定める融資特
約の契約解除期限までに融資承認を受けたので、ＸはＹに
契約履行の準備ができたとして、決済の申し入れを求めた
が、Ｙは、Ｘ自身が融資特約による契約解除期限までに融
資承認を得ていないから本契約は自動的に解除されたと�
主張して、第三者B（不動産業者）に本物件を売却し、所有
権移転登記を行った。
　Ｘは、Aに違約金として 4800万円を支払い、Ｙが本件
契約を不当に破棄したと主張して、Ｙに対し、債務不履行
（履行不能）に基づく損害賠償を求める訴訟を提起した。

　裁判所は、次のように判示し、Ｘの請求を認容した。
　（1）本件契約が融資特約に基づき解除されたか否か
　Ｘは、本件契約の際に、融資特約に定められた融資の申
込みを自らする意思はなく、融資を受ける主体をAとする
前提で本件契約を締結したと認められる。また、本件契約
の媒介業者Dのメール等により、本契約締結前に、Ｙは、
ＸおよびAと面談していることが認められる。また、Aは、
本件契約に先立ち融資申請をしていること、本件契約の日
にＹに対して本件契約の手付金を支払っていることなど、

一貫して最終買受人となる前提の行動をしていた。この点
に加え、ＹからAに直接所有権を移転させる第三者のため
にする特約を含むものであることを併せ考慮すると、Ｘや
Aが、本件契約前にＹに対し、ＸがAに本件物件を転売す
る予定であることを伝えなかったとは、考え難い。
　したがって、Ｙは、本件契約の際、Aが本件物件の最終
買受人となることを認識していたと認められる。さらに、
最終買受人ではないＸに融資を受ける必要性が乏しいこ
とも踏まえると、Ｙは、本件契約の際、ＸではなくAが融
資を受ける予定であることについても認識していたと考
えるのが合理的である。
　このように、融資特約は、融資を受ける主体をAとする
前提で合意されたものと解されるところ、Aは、契約解除
期限までに、融資特約において定められた額を超える融資
の承認を受けた事が認められる。したがって、本件契約が、
融資特約に基づき自動的に解除されたとは認められない。
　（2）Ｘの損害の有無及び額
　Ｘが、Ｙに対し、Aが融資承認を受けたことを前提に、
本件契約の履行を求めたのに対し、Ｙは、これを履行する
意思がないことを明確にしたことが認められる。その後、
Ｙが本件物件をBに売却して、同社に対する所有権移転登
記手続をしたことも踏まえると、本件契約に基づくＹの債
務は、Ｙの帰責事由により履行不能になったと認められる。
　Ｘは、Aに対し、転売契約に基づく違約金 4800万円を
支払っているところ、かかる違約金の支払は、本件契約が
履行不能となったことにより生じたＸの損害であると認
められる。また、本件契約における代金が 2億 1500万円
であり、転売契約における代金が 2億 4000万円であった
ことに照らすと、本件契約の履行不能により、Ｘに、少な
くとも 2400万円の逸失利益が生じたと認められる。
　したがって、Ｙの債務不履行（履行不能）により、Ｘに、
7200万円の損害が生じたことが認められる。
　※その後、Ｙが控訴したが、ＹがＸに、和解金として、
5300万円を支払うことで、和解が成立した。

　本件は、契約書において、融資申し込みの主体が誰であ
るかを明確に記載していれば、本事例の売主主張は成り立
たなくなり、争いにならなかったと考えられる。
　融資特約に限らず、取引においては、可能な限り不明瞭
な内容を残さず、契約書等に明記しておくことが、紛争防
止のための重要な手段となることに留意願いたい。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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4 宅建しずおか　第 492 号（2023. 8）



定期建物賃貸借契約の再契約にあたり、契約開始日が契約締結日前
であることで、借地借家法 38 条書面の有効性が争われた事例

　Ｘ（原告）は、平成22年 6月 15日、Ｙ（被告：法人）と
の間で、Ｘの所有する建物（本件建物）につき、以下の内
容の賃貸借契約（本件旧賃貸借契約）を締結し、Ｙに対し、
本件建物を引き渡した。
　・賃貸借期間
平成22年 6月 15日から平成 28年 6月 14日まで
　・賃料
月額50万円（別途消費税）を毎月末日限り翌月分を支払う。
　・特約
本件旧賃貸借契約は、借地借家法 38 条に定める契約の更
新のない定期建物賃貸借とする。
　Ｘは、平成22年 6月 15日、Ｙに対し、本件旧賃貸借契
約の締結に先立ち、本件旧賃貸借契約が更新のない定期建
物賃貸借であることについて、その旨を記載した書面を交
付した上で説明した。
　Ｘは、当時の仲介会社が定期賃貸借契約の終了通知をＹ
に出すのを失念していたため、平成28年 9月 1日頃、Ｙに
対し、本件旧賃貸借契約が同通知書の到達日から6か月を
経た後の平成29年3月14日をもって終了する旨通知した。
　その後、ＸとＹとの間においては、平成29年 4月 9日付
けで、本件建物について、Ｘを賃貸人、Ｙを賃借人として、
以下の内容の賃貸借契約（本件賃貸借契約）を締結した。
　・賃貸借期間
平成29年 3月 15日から令和 2年 3月 14日まで
　・賃料
月額50万円（別途消費税）を毎月末日限り翌月分を支払う。
　・特約
　本件賃貸借契約は、法38条に定める契約の更新のない定
期建物賃貸借とする。
　ただし、賃貸借契約書及び、「借地借家法第 38 条第 2�
項の規定に基づく書面」（本件書面）の作成日は、平成 29
年 4月 11日となっている。
　Ｘは、令和元年8月 30日、Ｙに対し、本件賃貸借契約が
令和2年3月14日をもって終了する旨を書面にて通知した
が、Ｙは、本件契約書の作成日付及びＹが本件書面の交付・
説明を受けた日付はいずれも平成 29年 4月 11日であり、
本件賃貸借契約の始期である平成29年3月15日より後の
ことであるから、法38条 2項の「あらかじめ」との要件を
満たさない。さらに、本件賃貸借契約は、本件契約書の作
成日である平成29年4月9日以前に、ＹがＸから電話で契
約更新の申出を受け、これに同意した時点又はその後仲介

会社Ａから電話で契約内容の説明を受け、これに同意した
時点で成立したものであるから本件賃貸借契約は、法 38
条 2項の要件を満たさない旨主張し、本件建物を占有して
いるため、Ｘは、Ｙに対し、建物明渡し及び損害金の支払
を求める訴訟を提起した。

　裁判所は、次のように判示し、Ｘの請求を全て認容した。
　（1）法 38 条 2 項の「あらかじめ」との要件の充足性
　法38条2項は、定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立
ち、賃貸人において、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、
期間の満了により終了することについて記載した書面を交
付し、その旨を説明すべきものとしたと解するのが相当で
ある。これに対しＹは、法38条2項の「あらかじめ」とは、
賃貸借期間の始期に先立つことを指すと解すべきである旨
主張するが、独自の見解であり、採用することができない。
　本件賃貸借契約は、ＹにおいてＸが署名押印した後の本
件契約書を受領し、Ｙが本件契約書に記名押印をした時点
で締結されたものと認めるのが相当であり、ＹがＡから本
件書面の交付を受けたのは、本件賃貸借契約の締結時点よ
りも前のこととなるから、法38条 2項の「あらかじめ」と
の要件を満たすものと認められる
　（2）法 38 条 2 項所定の事項の「説明」の有無について
　Ｙは、「借地借家法第38条第 2項に基づく書面の交付と
説明を受けました。」と記載された本件書面に記名押印を
しているから、Ｙは、Ａから、本件賃貸借契約は、更新が
なく、期間の満了により賃貸借が終了することについて説
明を受けたものと推認される。したがって、Ａは、Ｙに対
し、電話で、本件書面を見るように求めた上で、本賃貸借
契約は定期建物賃貸借契約であって更新がなく、3年間の
契約期間の満了日をもって終了することを説明したものと
認めるのが相当である。
　以上によれば、本件賃貸借契約については、法38条 2項
所定の事項の「説明」があったものと認められ、本件賃貸
借契約は、同条所定の定期建物賃貸借として有効に成立し
ているというべきである。
　（3）結論
　Ｙは、Ｘに対し、本件賃貸借契約の終了に基づき、本件
建物を明け渡すべき義務を負うとともに、本件賃貸借契約
に基づき、本件賃貸借契約が終了した日の翌日から本件建
物の明渡し済みまで約定の賃料の倍額に相当する損害金と
して 1か月当たり 110万円を支払うべき義務を負う。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.12.23）
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ＤＩＹ教室で珪藻土の扱いを

学ぶ参加者（辻建材提供）
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後藤尚貴　副会長　、澤木光吉　常務理事　が「国土交通大臣表彰」を受賞

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 34 36 52 ― 122件
金額 38億6,743万円（土地₁、新築戸建91、中古戸建22、中古マンション₈）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 8 0 ― 8件

金額 2億2,680万円（土地購入新築₃、新築戸建₃、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 2 0 0 0 2件
金額 7,900万円（新築戸建₂）

2023年₅月　宅建ローン等の実績　（5/1〜5/31）

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
６月５日 名古屋 中部圏流通機構 理事会

６日 沼　津 取引士法定講習 （受講者67名）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
９日 静　岡 県建築士会 総会
〃　 〃 しずおか防犯まちづくり県民会議 総会
〃　 本　部 苦情解決業務委員会
〃　 〃 公益認定法改正セミナー（Web）
13日 本　部 取引士資格試験事務説明会（Web）
19日 本　部 第７回 支部機能移転検討特別委員会
20日 名古屋 東海不動産公正取引協議会 定期総会
21日 浜　松 取引士法定講習 （受講者85名）
22日 東　京 不動産流通推進センター 定時評議員会
〃　 名古屋 中部圏流通機構 定時総会
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
26日 静　岡 静岡県労働金庫 総会
27日 東　京 全宅保証・全宅連 定時総会
28日 東　京 全宅管理 定時社員総会
〃　 本　部 帳票検査（法人）
30日 本　部 正副会長会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談11件、電話相談281件）
Webシステムによる取引士法定講習（６月分） （受講者35名）

2023年₆月　本部活動概要
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